
 

 

 

 

第２期 

さぬき市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

最終評価・検証調書 



最終年度（令和６年度）計画値に対する達成度

1 誰もが生き生きと働くこ
とができる環境をつくる

２ さぬき市への人の
流れをつくる

３　結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

４　生きがいをもって、安
心して住み続けられる地

域社会をつくる

Ａ 目標値を大きく達成（１００％以上） 6 6 8 3 23

Ｂ 目標値をほぼ達成（８０％以上～100％未満） 4 2 3 3 12

Ｃ 目標値を未達成（８０％未満） 1 5 2 5 13

Ｄ 未実施・把握できない 0 0 0 0 0

11 13 13 11 48
重要業績評価指標（ＫＰＩ）数

【計４８指標】

第２期さぬき市まち・ひと・しごと創生総合戦略ＫＰＩ達成状況一覧
（ＫＰＩ達成分類別）

達成
分類

分類内容

基本目標番号

指標
合計



↓（実施区分）１．今後も継続実施　２．廃止　３．他事業に変更・統合　４．新規事業　５．その他

基本
目標

基本
施策

No. 具体的な施策 KPI
平成30
年度

現状値

R２年度
実績値

R３年度
実績値

R４年度
実績値

R５年度
実績値

Ｒ６年度
実績値

Ｒ６年度
目標値

達
成
分
類

実施
区分

（プルダウン
から選ぶ）

選択理由（令和２年度～６年度を通しての
施策の最終評価）

今後の実施内容

１　誰もが生き生きと働くことができる環境をつくる

（１）　産業振興、企業誘致等による雇用の場の拡大

1
地域企業の競争力強化
への支援

○中小企業等振興基本条例に基づき、国、県、商工
会その他関係機関と連携及び協力し、経営相談、新
事業展開や販路開拓等に対する助成を行うとともに、
大学などの研究シーズの商品開発への活用を推進
するなど、市内における中小企業等
の活動を支援します。

商工観光課

市が支援した企業の
商品化・販路開拓成
約件数（累計）
※中小企業等振興支
援事業による支援

ー ⇒ 0件 ⇒ 1件 ⇒ 8件 ⇒ 11件 ⇒ 12件 15件 Ｂ
１．今後も継
続実施

地域企業の競争力強化は総合戦略で継続的に取
り組むべき施策である。特に商品の研究開発は本
市が長年取り組んできたものであり、今後も継続し
て取り組む必要がある。

平成３１年３月に制定した「さぬき市中小企業等振
興基本条例」に基づき、小規模事業者の成長発
展及び持続的発展を市商工会と連携し、引続き
取り組む。

第2期
１・２ｐ

第3期
１・２ｐ

2 企業誘致の促進

〇未利用地（学校施設等跡地を含む）を企業等へ貸
付け又は売却することを前提とした提案募集を引き
続き実施するとともに、企業立地促進助成金による
企業の新規立地や増設の支援に取り組みます。
企業立地件数※助成指定企業の業務開始件数及
び
市有地等への企業誘致件数※H25 からの累計件数
２０件 ４４件

商工観光課
政策課

企業立地件数
※助成指定企業の業
務開始件数及び市有
地等への企業誘致件
数※H25年度からの
累計件数

20件 ⇒ 32件 ⇒ 36件 ⇒ 42件 ⇒ 47件 ⇒ 48件 44件 Ａ
１．今後も継
続実施

学校施設等跡地をはじめとした未利用地の活用に
よる企業誘致活動を行うとともに、市内の既存企
業の設備投資を支援することで、地域経済の活性
化や雇用創出を目指す必要がある。

現在、企業誘致に活用できる市有地は枯渇してお
り、未利用地を活用した企業誘致の推進は困難な
状況にある。そうしたことから、市内の既存企業の
規模拡大や新規事業への参画に係る設備投資へ
の支援による地域経済の活性化や雇用創出に取
り組む。

第2期
３・４ｐ

第3期
３・４ｐ

3
生産性を向上させるため
の設備投資の促進

支援機関と連携し、先端設備等を導入する際の支援
措置を講ずることで、中小企業等による生産性向上
のための設備投資を促進します。

商工観光課
先端設備等導入計画
に係る設備投資額
（申請ベース）（累計）

56,900万
円

⇒
168,526
万円

⇒
243,201
万円

⇒
316,287
万円

⇒
425,625
万円

⇒
491,295
万円

375,000
万円

Ａ
１．今後も継
続実施

先端設備を導入し生産性及び利益率が向上する
ことによって中小企業等の経済活動の活性化を図
るとともに、優遇措置が適用されることは事業者に
とって有益であり、今後も継続して取り組む必要が
ある。

支援機関と連携し、先端設備等を導入する際の支
援措置を講ずることで、中小企業等による生産性
向上のための設備投資を促進する。

第2期
５・６ｐ

第3期
５・６ｐ

4
関係機関と連携した創
業支援の充実

「創業支援事業計画」に基づき、国、県、商工会その
他支援機関が連携及び協力し、創業に関する個別
相談支援や創業塾、セミナー等を実施することによ
り、
創業希望者を支援します。

商工観光課
創業支援事業計画に
基づく創業件数
※商工会支援実績

7件 ⇒ 0件 ⇒ 0件 ⇒ 3件 ⇒ 5件 ⇒ 6件 3件 Ａ
１．今後も継
続実施

本市は産業競争力強化法に基づき創業支援等事
業計画を策定しており、創業支援を受けた事業者
が証明書を受け取ることで登録免許税の軽減措置
や融資利率引き下げ、補助金の上限増額などの
優遇措置が適用されることは創業者にとって有益
であり、今後も継続して取り組む必要がある。

「創業支援事業計画」に基づき、国、県、商工会そ
の他支援機関が連携及び協力し、創業に関する
個別相談支援や創業塾、セミナー等を実施するこ
とにより、創業希望者を支援する。

第2期
７・８ｐ

第3期
７・８ｐ

（２）　農林水産業振興への新たな挑戦

1 遊休農地活用の促進

遊休農地の再活用と雇用の創出につなげるため、農
地利用状況調査をもとに
農業委員会での調査、指導を徹底するとともに、市遊
休農地活用事業等を利用し、遊休農地の活用を推
進します。

農業委員会事務局
農林水産課

遊休農地活用事業で
再生した農地面積
※H28からの累計面
積

0.50ha ⇒ 1.23ha ⇒ 5.00ha ⇒ 8.00ha ⇒ 10.34ha ⇒ 12.3ha 10.00ha Ａ
１．今後も継
続実施

高齢化及び後継者不足により、年々増加傾向にあ
る遊休農地を、新たに耕作しようとする農業者を支
援するものであり継続したい。

【農水】令和７年度以降は地域計画に基づいた農
地の貸借がはじまることから、農業委員会・農地中
間管理機構とも連携しながら、遊休農地解消に向
けての取組の一助として活用する。
【委員会】農地利用状況調査結果に基づき、早期
に新規遊休農地の発見及び農地機構による借り
手確保を促進する。新たな借り手が決まれば、速
やかに地域計画にその者の氏名を記載し、権利関
係を確定させる。

第2期
９・１０ｐ

第3期
９・１０ｐ

2
農作物の産地化に向け
た支援

農協等の関係機関と連携し、市内農産品に消費者
ニーズに合わせた付加価値をつけるための生産活動
を支援するとともに、トップセールス等による大消費地
へのＰＲ活動を継続するほか、農業者の６次産業化
への取組を支援します。

農林水産課
農産品の販売額
※JA報告による

115,000
万円

⇒
109,545
万円

⇒
106,713
万円

⇒
107,483
万円

⇒
106,618
万円

⇒
112,212
万円

126,000
万円

Ｂ
１．今後も継
続実施

PR活動により市内農産品に付加価値をつけること
は必要であり、市内農業者の生産意欲や所得向
上にもつながる。

農産物の産地化を促進するためのトップセールス
活動を通して、市外の住民に対する市内農産物の
PR及び販売額の向上につながっており今後も継続
していく。

第2期
１１・１２ｐ

第3期
１１・１２ｐ

3
水産資源の確保等に向
けた支援

漁協等の関係機関と連携し、稚魚の放流等、水産資
源の確保を目的とした取組を支援するとともに、水産
物の販売拡大や漁業者の負担軽減のための漁業施
設等の改修を行い、漁業活動を支援します。

農林水産課
陸揚量
※港勢調査による

2,290t ⇒ 1,950t ⇒ 2,062t ⇒ 1,682t ⇒ 1,665t ⇒ 1,968ｔ 2,000t Ｂ
１．今後も継
続実施

種苗放流事業は、水産物の陸揚量の維持及び水
産資源の確保につながるため、今後も継続して取
り組む必要がある。

市内各漁業協同組合及び東讃養鰻組合からの申
請により、種苗放流事業に対する支援を継続して
いく。

第2期
１３・１４ｐ

第3期
１３・１４ｐ
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今後の方向性・実施予定
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担当課
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（３）　後継者不足の解消

1
若者や女性等向けの就
職支援活動の強化

高校生や大学生に市内事業所の魅力をＰＲするイベ
ント等を教育機関や産業支援機関等と連携して開催
することによって若者の地元就職の促進を図るととも
に、子育て世代を含む就労したい女性のニーズに
沿った求人開拓等の就職支援に努めます。

商工観光課
就職サポートセンター
の斡旋による採用内
定件数

54件 ⇒ 16件 ⇒ 15件 ⇒ 13件 ⇒ 14件 ⇒ 13件 30件 Ｃ
１．今後も継
続実施

本市では市内事業所の人材確保や若年層の定住
促進、さぬき市民及び本市への移住を希望する方
への就職支援を目的とし、就職面接会や高校生
対象の企業説明会等に取り組んでおり、今後も継
続して取り組む必要がある。

高校生や大学生に市内事業所の魅力をＰＲするイ
ベント等を教育機関や産業支援機関等と連携して
開催することによって若者の地元就職の促進を図
るとともに、子育て世代を含む就労したい女性の
ニーズに沿った求人開拓等の就職支援に努める。

第2期
１５・１６ｐ

第3期
１５・１６ｐ

2
地域産業を支える若手
経営者や技術者などの
育成支援

地域の中小企業等を活性化させるために最も重要な
人材確保につなげるため、産業支援機関や地域金
融機関などと連携して、経営戦略や新技術の習得に
つながる取組を支援します。

商工観光課

人材育成取組企業数
（累計）
※中小企業等振興支
援事業による支援

ー ⇒ 0社 ⇒ 4社 ⇒ 11社 ⇒ 18社 ⇒ 21社 15社 Ａ
１．今後も継
続実施

市内の事業者が経営革新等に関する相談及びア
ドバイスを受ける機会を設け、経営向上や規模拡
大等を促進することにより産業振興を図るためにも
今後も継続して取り組む必要がある。

地域の中小企業等を活性化させるために最も重要
な人材確保につなげるため、産業支援機関や地
域金融機関などと連携して、経営戦略や新技術の
習得につながる取組を支援する。

第2期
１５・１６ｐ

第3期
１５・１６ｐ

認定農業者数 110人 ⇒ 106人 ⇒ 94人 ⇒ 93人 ⇒ 90人 ⇒ 84人 94人 Ｂ

漁業協同組合員数 341人 ⇒ 321人 ⇒ 315人 ⇒ 308人 ⇒ 308人 ⇒ 314人 300人 Ａ

第2期
１７・１８ｐ

第3期
１７・１８ｐ

農業・漁業ともに後継者不足の状況であり、意欲あ
る新規就農者及び漁業者については独立に向け
てのサポートを継続していく必要がある。

新規就農者については、普及センターや農協等の
関係機関と連携し、就農に向けたサポートをしてい
く。また、新規漁業者については、各漁業協同組
合や関係機関と連携し支援していく。

3
農林水産業における後
継者育成の支援

農業後継者である意欲ある新規就農者や、集落営
農組織の活動を、国や県の補助制度等を活用しなが
ら支援するとともに、香川県等の関係機関と連携しな
がら、農地や資金の確保、栽培技術の習得のための
サポートを行います。また、水産業の担い手育成の一
環として、漁協等が水産業のＰＲのために開催する水
産教室や地引網等を支援します。

農林水産課
１．今後も継

続実施

2 / 8 ページ



↓（実施区分）１．今後も継続実施　２．廃止　３．他事業に変更・統合　４．新規事業　５．その他

基本
目標

基本
施策

No. KPI
平成30
年度

現状値

R２年度
実績値

R３年度
実績値

R４年度
実績値

R５年度
実績値

Ｒ６年度
実績値

Ｒ６年度
目標値

達
成
分
類

実施
区分

（プルダウン
から選ぶ）

選択理由（令和２年度～６年度を通しての
施策の最終評価）

今後の実施内容

２　さぬき市への人の流れをつくる

（１）若者などの移住・定住の促進

1
若者世帯等の定住促進
施策の推進（三世代同
居等の奨励）

夫婦いずれかが 40 歳以下の若い夫婦の定住を促
進するため、結婚定住奨励金制度を継続します。加
えて、国・県の移住支援制度の活用も含め、市内へ
の移住を考えている子育て世帯等を、「三世代同居
等奨励金」や「移住促進家賃等補助金」等でバック
アップします。

政策課 移住組数 71組 ⇒ 72組 ⇒ 66組 ⇒ 65組 ⇒ 82組 ⇒ 73組 80組 Ｂ
１．今後も継
続実施

・結婚定住奨励制度はＲ9.3.31までに婚姻する夫
婦等を対象として継続する。
・三世代支援制度はＲ9.3.31までの転入、Ｒ9.4.1
までの出生を対象として継続する。
・「移住促進家賃等補助金」は終了した。
・国の制度を活用して、Ｒ3年度から「結婚新生活
支援事業」を実施している。

婚姻数、出生数ともに、新型コロナウイルス感染症
拡大以降、激減している。ＥＢＰＭにより、既存事業
の見直し等を行いたい。

第2期
２１・２２ｐ

第3期
２１・２２ｐ

2
住宅建築・購入・リ
フォーム支援施策の推
進

市外からの移住をはじめ、市内での居住の継続を支
援するため、市内で住宅を建築・購入して定住する
方への定住奨励金制度や、定住できる住まいづくりに
向
けたリフォームを支援するため、リフォーム支援事業
を継続します。

政策課
都市整備課

住宅新築軒数
※課税年度ベー
ス

134軒 ⇒ 140軒 ⇒ 117軒 ⇒ 116軒 ⇒ 109軒 ⇒ 85軒 150軒 Ｃ
１．今後も継
続実施

定住奨励制度はR9.1.1までの住宅取得者を
対象として継続する。

R9.1.2以降の住宅取得者を対象とした制度の見
直しを行いたい。

第2期
２３・２４ｐ

第3期
２３・２４ｐ

3
空き家の利活用推進と
空き家リフォーム支援制
度の継続

移住者の住まいづくりを支援するため、空き家バンク
の登録件数を増やすとともに、空き家リフォーム支援
制度を継続します。
また、農地付空き家への移住を支援するため、制度
の要件を満たす方に、就農に関する情報の提供や就
農相談などを行います。

政策課
都市整備課
農業委員会事務
局
農林水産課

空き家バンク登録
物件数

42件 ⇒ 39件 ⇒ 33件 ⇒ 37件 ⇒ 49件 ⇒ 74件 50件 Ａ ５．その他

【政策】令和6年度から空き家バンクの担当課が都
市整備課に変更となった。　②空き家バンク登録
物件としての農地付き空き家の把握が難しい。農
地は空き家に関する補足情報の扱いであり、売主
や不動産事業者によっては、空き家と農地を分け
て売却するケースもある。③農地付き空き家につ
いて相談があった際には、農業委員会につないで
いる。（農地に関して：農業委員会　就農に関して：
農林水産課）
【都市整備】空き家バンク制度を活用することで、
遠方にいる所有者やその相続人等でも県内の不
動産事業者を通して空き家を流通させることがで
きている。
都会から田舎への移住を検討している人からの問
合せがあった場合に市が物件内容を把握している
と紹介しやすい。
【委員会】農地の所有権を取得するには、農地法
の規定に従い、農業委員会の許可が必要である
が、特に遠方から本市への転入を予定している非
農家の方からの申請の場合、申請者が適切に農
地を管理できるか否か、判断が難しい。また、令和
5年4月1日より、農地の所有権を取得する要件の
一つであった「下限面積要件」が廃止され、非農
家の方や、小さい面積の農地取得を望む方でも申
請可能になった。その影響もあり、農地付き空き家
への移住に伴う農地取得の申請も増加傾向にあ
る。
【農林水産課】就農相談については、農業で生計
を立てるためのものであり、移住・定住促進の取組
でなはいことから、当該記述の担当課から外すこと
が適切と考える。

【政策課】具体的な施策に「空き家活用型事業所
整備補助事業」について、今後は当該項目に記載
した方が良いのでは。また、都市整備課に移管した
ことから、「移住者の住まいづくりを支援」という記載
を「市内に存在する空き家の有効活用を図り、市
内への移住・定住を促進」等と変更した方が良いと
考える。　②遊休農地と空き家は切り離して検討し
ては？　③今後も、農業委員会と都市整備課で連
携して相談対応をしていただきたい。
【都市整備】空き家所有者だけでなく、家屋の所有
者に対して制度を広く周知する。（早期に流通に乗
せることが期待できる。）
【委員会】農地の所有権移転の許可を出すため
に、申請者が農地法の規定による要件を満たして
いるか否かを見極める必要がある。そのため、県外
からの転入を予定している方や、大きな面積の農
地を取得しようとする非農家の方には、営農計画
等を確認するため、審議前のヒアリングを実施して
おり、今後も継続する。

第2期
２５・２６ｐ

第3期
２５・２６ｐ

4 移住ガイドツアーの実施

本市への移住を希望又は検討する方が、教育・保育
施設をはじめとする市内主要施設巡りや空き家物件
の紹介、先輩移住者等との交流等を通して、さぬき
市で
の暮らしをイメージできる「移住ガイドツアー」を実施し
ます。

政策課
移住ガイドツアー
参加者数

32人 ⇒ 9人 ⇒ 0人 ⇒ 0人 ⇒ 10人 ⇒ 19人 40人 Ｃ
１．今後も継
続実施

実際に、地域に足を踏み入れて、ガイドを受けなが
ら実情を把握する上でとても有効な施策である。

新型コロナウイルス感染症拡大以降、大勢でのツ
アーを取りやめ、オーダーメイド型のツアーを実施し
ている。
希望者によって、ニーズが多種多様なため、引き
続き個人に合わせたガイドツアーを行っていきた
い。

第2期
２７・２８ｐ

第3期
２７・２８ｐ

5 移住体験ハウスの充実

短期滞在型の生活体験施設「さぬき市移住体験ハウ
ス」の利用満足度の向上に努めるとともに、市内にサ
テライトオフィス等を設置するためのお試し勤務をす
る場としての利用など更なる利活用を図ります。

政策課
移住体験ハウス年
間利用件数

14組 ⇒ 0組 ⇒ 3組 ⇒ 12組 ⇒ 27組 ⇒ 34組 20組 Ａ
１．今後も継
続実施

地域での暮らしを低コストで体験できつほか移住体
験プログラムに参加することで、実際に暮らす方と
交流を持つことが出来る、有効な施策である。

移住体験ハウスの利活用促進の周知と、地域住
民と交流できる移住体験プログラムの拡充を行っ
ていきたい。

第2期
２９・３０ｐ

第3期
２９・３０ｐ

6
田舎暮らしの優位性をＰ
Ｒする取組の強化・推進

地方への移住を検討している方や田舎暮らしに興味
がある方などに、さぬき市での生活が他の地域と比較
して経済面や自然環境面等で優れていることを、移
住
フェアや観光物産フェアなど様々な機会を活用してＰ
Ｒすることにより、本市への移住を推進します。

政策課 ＰＲ回数 ー ⇒ ー ⇒ 1回 ⇒ 9回 ⇒ 6回 ⇒ 8回 10回 Ｂ
１．今後も継
続実施

都市に住む方の、地方への移住希望が年々増し
ている中、対外的に積極的に市の魅力を発信して
いく必要がある。

電話やオンラインだけでは、意思疎通図れないこと
もあり、フェアに参加することで対面でコミュニケー
ションが図れる有効な施策であるため。

第2期
３１・３２ｐ

第3期
３１・３２ｐ

今後の方向性・実施予定
（次期戦略期間は、R7～R11年度です。）

具体的な施策

第２期さぬき市まち・ひと・しごと創生総合戦略最終評価・検証調書

KPI現行戦略（R2～R6年度）における取組内容（記載内容）

担当課
（R６年度現在）
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（２）　関係人口の創出に向けた取組の推進

1
都市部等の人材を活用
した地域づくりの推進

少子高齢化や人口減少が進むさぬき市において、都
市部等の住民が農業・漁業や文化など本市の特色
を生かせる分野を中心に継続的に関わり、親しみを
深める取組や、地域が抱える課題を地域と一緒に
なって解決に向けて継続的に取り組む活動を推進し
ます。

政策課
各課

都市部等の人材
で継続して本市で
活動する者の数

ー ⇒ ー ⇒ 1人 ⇒ 3人 ⇒ 4人 ⇒ 5人 8人 Ｃ
１．今後も継
続実施

地域おこし協力隊及び集落支援員については、地
域が抱える課題を地域に入り込んで一緒に考えて
いけるものであり、活性化を図れる有効な施策であ
るため、令和７年度以降も継続して活動を行う。

地域おこし協力隊や集落支援員の配置について
は、地域の要望や受入態勢の状況を踏まえ、配置
を検討する。
また、集落支援員を設置することで、、行政と住民
のパイプ役になり、一定の効果が見られることが判
明したため、引き続き、新たな地区への設置も含
めて検討していく。

第2期
３３・３４ｐ

第3期
３３・３４ｐ

（３）地域資源を生かした観光振興と知名度アップ活動

1
さぬき市に何度も訪れた
くなる着地型旅行商品
の開発及び発信

観光協会や商工会と連携し、さぬき市ならではの素
材（平賀源内、地場産業、特産品、自然、歴史など）
を活用した様々な体験プランを開発し、「さぬき市遊
学のススメ」（着地型旅行商品）としてツアー客や個
人客に向けて発信できるよう取り組みます。

観光推進室

着地型旅行商品
参加者数
※「さぬき市遊学
のススメ」として、
実施した体験プラ
ンの参加者数

128人 ⇒ 0人 ⇒ 52人 ⇒ 49人 ⇒ 31人 ⇒ 50人 80人 Ｃ
１．今後も継
続実施

地域の資源や文化を活用した体験型プログラムを
「さぬき市遊学のススメ」と称して、試行的に実施し
てきた。プログラムを担う事業者の確保や持続可
能な商品にするための仕組みづくりなど課題も多い
ものの、市内での滞在を促進するため、継続的に
取り組む必要がある。

体験型プログラムに関しては、左欄にあるとおり、課
題を抱えているが、夜型観光の目的で始まった「さ
ぬきバル」や旅行事業者等と新たな日帰りツアー
を企画するなど、観光協会との連携による商品開
発を行っており、今後もその充実を図る。

第2期
３５・３６ｐ

第3期
３７・３８ｐ

大串半島における
観光地入込客数
※大串自然公
園、さぬきワイナ
リー、シーサイドコリ
ドールにおける観
光動態調査の入
込客数（コンサート
客を除く）

25,055人 ⇒ 31,623人 ⇒ 33,265人 ⇒ 38,466人 ⇒ 18,725人 ⇒
179,913
人

38,900人 Ａ

みろく自然公園に
おける観光地入込
客数
※自然休養村内
施設、ゆーとぴあ
みろく（宿泊者）、
旧恵利家住宅、
歴史民俗資料館
における観光動態
調査の入込客数

129,639
人

⇒ 62,547人 ⇒ 56,082人 ⇒ 66,515人 ⇒ 79,691人 ⇒ 85,983人
133,000
人

Ｃ

さぬき市観光協会
ホームページ総ア
クセス数

90,351回 ⇒ 85,157回 ⇒ 71,657回 ⇒
149,312
回

⇒
167,654
回

⇒
210,229
回

96,000回 Ａ

さぬき市再発見ブ
ログ訪問者数

343,571
人

⇒
254,112
人

⇒
234,002
人

⇒
257,619
人

⇒
220,548
人

⇒
256,047
人

240,000
人

Ａ

4
まちづくり寄附（ふるさと
納税）の推進

市の特産品を更に活用して、まちづくり寄附（ふるさと
納税）に伴う寄附者への返礼品数の充実を図るととも
に、市の知名度向上につながる返礼品の開発に取り
組みます。

総務課
まちづくり寄附額
※ふるさと納税分
に限る

6,975万円 ⇒
8,419万
円

⇒
38,633万
円

⇒
46,103万
円

⇒
67,298万
円

⇒
68,358万
円

40,000万円 Ａ
１．今後も継
続実施

ふるさと納税を通じて、市の特産品や市の魅力を
全国に発信することができるため、継続して取り組
む必要がある。

今後も返礼品提供事業者や業務委託事業者等と
連携し、更なる寄附金額の増加や市の特産品等
のPRに取り組む。

第2期
41・42ｐ

第3期
43・44ｐ

第2期
37・38ｐ

第3期
39・40ｐ

第2期
3９・40

ｐ

第3期
41・42ｐ

2
滞在型観光・交流の促
進

瀬戸内海を一望できる景観を有する大串自然公園
や多様なスポーツ施設など
を有するみろく自然公園について、観光振興や交流
の拠点施設を整備するなど、
更なる魅力向上に向けた取組を行い、滞在する観光
客の増加を目指します。

商工観光課
１．今後も継

続実施

経済波及力の大きい観光は、社会経済的な進展
の重要な推進力となっている。観光振興や交流拠
点施設の整備により、国内のみならず世界の観光
需要を取り込み、地域活性化、雇用機会の増大な
どの効果が期待できることから、今後も継続して実
施する必要があると考えられる。

令和６年６月に大串半島に開業した「時の納屋」を
はじめとした市内の観光施設の整備に加え、指定
管理者及び関係者と適宜協議等を実施し、更なる
施設の充実と観光客の増加を目指す。

「さぬき市再発見ブログ　遊びの達人」や観光協会
の運営するSNS等を通じ、旬の情報を発信するとと
もに、観光協会と連携して、県外での観光宣伝活
動に取り組んでいる。
Webや現地（対面）など、効果的・効率的な機会・
場所・方法を選択しつつ、魅力発信を引き続き行
う必要がある。

引き続き、様々な機会を捉えて、きめ細やかな発
信を行うとともに、令和４年度に本市・東かがわ市・
三木町で締結した「東讃エリアの観光振興に関す
る連携協定」に基づき、東讃２市１町での連携事
業により、広域的な宣伝活動にも取り組む。

3
さぬき市の魅力発信の
強化

情報発信力のあるブロガー・観光関係団体等を活用
し、ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）・ホーム
ページ等によるきめ細やかな情報発信を行います。
また、市観光協会と連携し、香川県のアンテナショッ
プをはじめ、首都圏や関西圏等で開催される観光物
産展や観光イベントへの参加等を通して、市内の魅
力
を積極的にアピールします。

観光推進室
１．今後も継

続実施
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第２期さぬき市まち・ひと・しごと創生総合戦略最終評価・検証調書 ↓（実施区分）１．今後も継続実施　２．廃止　３．他事業に変更・統合　４．新規事業　５．その他

基本
目標

基本
施策

No. KPI
平成30
年度

現状値

R２年度
実績値

R３年度
実績値

R４年度
実績値

R５年度
実績値

Ｒ６年度
実績値

Ｒ６年度
目標値

達
成
分
類

実施
区分

（プルダウン
から選ぶ）

選択理由（令和２年度～６年度を通しての
施策の最終評価）

今後の実施内容

３　結婚・出産・子育ての希望をかなえる

（１）　結婚・出産・子育て支援

1 婚活応援事業の支援
商工振興事業や地域活性化支援事業等を活用し、
市民団体等が企画・運営するアイデアあふれる婚活
応援事業の実施を推進します。

商工観光課
政策課

婚活イベントのカッ
プル成立数
※Ｈ２６年度からの
累計数

44組 ⇒ 48組 ⇒ 48組 ⇒ 48組 ⇒ 48組 ⇒ 51組 80組 Ｃ
３．他事業に
変更・統合

【政策課】地域活性化支援事業では、婚活に関す
る事業は提案されたことがない。婚活応援事業とし
ては、県の「えんむすかがわ」と連携して、市民へ
情報提供を行っている。
【商工観光課】婚活イベントは、コロナ禍であった令
和２年度より未開催であり、感染症対策を講じつつ
も多数の申込者が見込めるような魅力的なコンテ
ンツを活用して市内の結婚適齢者に出会いの場を
提供し、さぬき市への定住を促進する必要がある
と考える。

【政策課】引き続き、県と連携を続けるが、当課に
おいて市独自の婚活事業等は行う予定はない。
【商工観光課】商工振興事業等を活用し、市民団
体等が企画・運営するアイデアあふれる婚活応援
事業の実施を推進してきたが、商工会が実施して
いた婚活イベントについて、令和７年度以降は実施
しない方向で決定がなされた。

第2期
43・4４ｐ

第3期
47・48ｐ

特定不妊治療費
助成件数

33件 ⇒ 34件 ⇒ 28件 ⇒ 23件 ⇒ 41件 ⇒ 46件 45件 Ａ

パパママ教室の参
加者数

121件 ⇒ 93件 ⇒ 75件 ⇒ 125件 ⇒ 125件 ⇒ 119件 128件 Ｂ

3
子ども医療費助成制度
の推進

０歳から１８歳に達した最初の３月３１日までの保険適
用の診療にかかる自己負担分について、助成を継続
するとともに、より利用しやすい環境づくりを進めます。

子育て支援課
子ども医療費の受
給件数

32,028人 ⇒ 29,863人 ⇒ 32,761人 ⇒ 32,262人 ⇒ 33,434人 ⇒ 81,977人 37,000人 Ａ
１．今後も継
続実施

・県内現物給付の実施により、県内医療機関への
受診しやすさを維持している。
・県外医療機関の受診分については償還対応して
いるが、医療機関の証明がなくても領収書で医療
費が確認できれば受付するなど、柔軟に対応して
いる。
・令和５年度に対象児童の年齢を１８歳年度末ま
でに拡充したことにより、さらなる子どもの健康増
進・子育て世帯の経済的負担軽減につながってい
る。

引き続き、子ども医療費の受給対象者に、保険診
療に係る医療費の自己負担分を助成していく。

第2期
47・48ｐ

第3期
51・52ｐ

4
放課後の居場所づくりの
推進

子どもや子ども連れなどが安心して集い遊べるよう、
新しい遊具の設置など、児童館の充実を図り、児童に
健全な遊びや体験活動の場を提供して、子どもたち
の健康増進と情操教育に取り組みます。
また、就労等により保護者が昼間家庭にいない児童
の健全な育成を図り、放課後等に子どもが安心して
活動できるよう、小学６年生までの受入と小学校敷地
内
での運営を目指し、放課後児童クラブを推進していき
ます。

子育て支援課
年間登録児童数
（放課後児童クラ
ブ）

624人 ⇒ 647人 ⇒ 649人 ⇒ 691人 ⇒ 731人 ⇒ 751人 750人 Ａ
１．今後も継
続実施

令和３年度に造田児童館に雲梯を設置し、同年に
は学習室にエアコンを設置、令和４年度には屋上
防水工事を実施するなど、児童・生徒が安心して
利用・活動できるよう施設環境を整備した。
また令和５年度より放課後児童クラブにおいて、受
入学年を６年生まで拡充した。
さらに令和５年度に、造田児童館で運営していた
放課後児童クラブを造田小学校内へ移設した。

令和７年度に長尾児童館内で運営している放課
後児童クラブを、新しく建築される長尾小学校屋
内運動場内に移転する予定である。

第2期
4９・５０ｐ

第3期
5３・5４ｐ

5
安心して子育てできる環
境づくりの推進

行政・子育てサークル・ＮＰＯ・企業等が連携・協働で
きる「子育て支援ネットワーク」を構築し、年間を通し
て少子化や子育て支援を考えるイベントや人材育成
のための研修会などを開催し、市全体で子育てを支
援する機運の醸成に努めます。
また、妊娠から出産、育児までをフルサポートする母
子手帳アプリ「さぬきッズダイアリー」において、必要な
子育て支援情報をタイムリーに届けることで、住民
サービスの向上を図ります。また、子どもの成長記録
の共有や地域イベント等の携帯配信などにより、新た
なコミュニケーションの機会を増やし、子育て世代が
安心して出産・子育てできる環境づくりを推進します。

子育て支援課
子育て支援アプリ
登録者数

160件 ⇒ 322件 ⇒ 385件 ⇒ 439件 ⇒ 505件 ⇒ 563件 700件 Ｂ
１．今後も継
続実施

子育て支援ネットワークや母子手帳アプリでの発信
によって、広報紙やＨＰに掲載するだけでは他の情
報に埋もれがちな子育て支援情報を、子育てをし
ている人に直接届けることができている。
子ども支援の場やイベントなど、地域の情報につい
ても掲載した。

子育て支援ネットワーク「ハートフルタウン」
（Facebook）による、幅広い子育て支援情報の発
信
母子手帳アプリ「さぬきッズダイアリー」による、タイ
ムリーな子育て支援情報の配信

第2期
５１・５２ｐ

第3期
5５・5６ｐ

（２）　働き方改革の推進

1
ワーク・ライフ・バランスの
推進

働く者にとって、仕事と私生活を両立しながら働ける
企業は魅力的であることから、人材確保と企業イメー
ジアップにつなげるためにも、市内企業に対し、ワー
ク・ライフ・バランスの重要性に関する啓発を継続しま
す。

商工観光課

ワーク・ライフ・バラ
ンスの実現に向け
た市内企業への
啓発数

25社 ⇒ 37社 ⇒ 35社 ⇒ 27社 ⇒ 34社 ⇒ 44社 35社 Ａ
１．今後も継
続実施

ワーク・ライフ・バランスの推進は、市民一人ひとり
がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の
責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおい
ても、人生の各段階に応じて多様な生き方が選
択・実現できる社会を目指し、今後とも継続して取
り組む必要がある。

働く者にとって、仕事と私生活を両立しながら働け
る企業は魅力的であることから、人材確保と企業イ
メージアップにつなげるためにも、市内企業に対し、
ワーク・ライフ・バランスの重要性に関する啓発を継
続する。

第2期
５３・５４ｐ

第3期
5７・5８ｐ

第2期
45・46ｐ

第3期
49・50ｐ

今後の方向性・実施予定
（次期戦略期間は、R7～R11年度です。）

１．今後も継
続実施

不妊治療等の経済的負担の軽減を図ることによ
り、妊娠・出産の機会を増やす。また、妊娠期から
子育て期にかけて各種教室や相談対応を継続し、
不安の軽減に努めることが必要である。

生殖補助医療（従来の特定不妊治療）に要した費
用の一部を負担する、こうのとり応援事業を継続
し、経済的な負担を軽減する。
妊娠届出時の面接から始まり、各種教室や相談
対応を継続し切れ目ない相談支援を行う。

具体的な施策

KPI

2
出産の希望をかなえ、子
育ての不安を解消する
取組の推進

不妊や不育で悩む夫婦に対し、不妊治療等の経済
的負担の軽減を図ることにより、妊娠・出産できる機
会を増やし、少子化対策（出生率の向上、定住人口
の拡大）を推進します。
また、育児への不安を解消するため、休日を利用し
て、両親で参加できる体験型教室（パパママ教室）を
開催し、親としての自覚の高揚と父親の育児参加を
図ります。さらに、子育て世代包括支援センターにお
いて、妊娠届出時にアンケートと保健師による面接を
行い、妊婦の心身の状況を把握し、適切な相談対応
や保健指導を通じて、妊娠期からの育児不安の軽減
を図っていきます。

国保・健康課

現行戦略（R2～R6年度）における取組内容（記載内容）

担当課
（R６年度現在）
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2
事業所等における女性
活躍推進の支援

女性が活躍できる職場環境の整備が事業所等にもた
らす効果を理解し、実践してもらえるよう、関係機関と
連携した啓発活動に取り組みます。

人権推進課、
商工観光課

女性活躍推進に
向けた市内企業
への啓発数

38社 ⇒ 56社 ⇒ 38社 ⇒ 38社 ⇒ 43社 ⇒ 65社 40社 Ａ
１．今後も継
続実施

女性活躍推進への理解及び重要性の認識は、国
の法整備を含め年々進んでいる。女性活躍推進
は女性のためだけではなく、様々な立場の人にとっ
て働きやすい職場整備につながり、深刻化しつつ
ある人材不足の中でも選ばれる事業所となる大き
な要因となることから、今後も引続き啓発活動に取
組む必要がある。

・男女共同参画週間パネル展での啓発
・ＨＰでの啓発
・事業所への情報提供
・商工会への啓発
・人権・同和問題企業研修での啓発

第2期
５５・５６ｐ

第3期
5９・６０ｐ

3
病児・病後児保育の継
続

働く保護者等の子育て支援の一環として、病気の子
どもを預かる「病児・病後児保育室」の運営を継続し
ます。

子育て支援課、
市民病院

年間受入延べ人
数
※病児・病後児保
育室

627人 ⇒ 231人 ⇒ 467人 ⇒ 503人 ⇒ 556人 ⇒ 326人 450人 Ｃ
１．今後も継
続実施

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、一時
的に利用人数が大幅に減少した。核家族化の進
展に加えて、共働き世帯も増加傾向であり、今後も
子育て支援の一環として利用を促進する。引き続
き施設の周知等、利用に関する広報活動を行うこ
とで、稼働率の増加を図る。

病気の子どもを預かる「病児・病後児保育室」業務
委託の継続（市内２施設）

第2期
５７・５８ｐ

第3期
６１・６２ｐ

（３）　多様性のある人材の育成

「地域や社会をよ
くするために何を
すべきかを考える
ことがある」の割合
※全国学力・学習
状況調査質問紙
調査（小６）

50.7％ ⇒ ー ⇒ 52.5％ ⇒ 39.4％ ⇒ 73.1％ ⇒ 85.9％ 59.0％

「地域や社会をよ
くするために何を
すべきかを考える
ことがある」の割合
※全国学力・学習
状況調査質問紙
調査（中３）

37.7％ ⇒ ー ⇒ 45.7％ ⇒ 40.4％ ⇒ 62.5％ ⇒ 80.2% 41.0％

「自分には、よいと
ころがあると思いま
すか」の割合
※全国学力・学習
状況調査質問紙
調査（小６）

80.1％ ⇒ ー ⇒ 74.4％ ⇒ 80.3％ ⇒ 81.9％ ⇒ 84.1% 82.5％

「自分には、よいと
ころがあると思いま
すか」の割合
※全国学力・学習
状況調査質問紙
調査（中３）

75.2％ ⇒ ー ⇒ 77.6％ ⇒ 77.9％ ⇒ 77.9％ ⇒ 78.0% 77.5％

「外国の人と友達
になったり、外国
語のことについて
もっと知ったりして
みたいと思います
か」の割合
※全国学力・学習
状況調査質問紙
調査（小６）

ー ⇒ ー ⇒ 67.5％ ⇒ ー ⇒ 68.7％ ⇒ ー 65.0％

「外国の人と友達
になったり、外国
語のことについて
もっと知ったりして
みたいと思います
か」の割合
※全国学力・学習
状況調査質問紙
調査（中３）

ー ⇒ ー ⇒ 46.0％ ⇒ ー ⇒ 61.9％ ⇒ ー 64.5％

4
地域ぐるみで子どもを育
てる体制の整備

学校、家庭、地域が一体となって地域ぐるみで子ども
を育てる体制を整え、地域の教育力を高め、学校教
育を支援するために、「学校支援ボランティア人材バ
ンク」を設置し、市民の協力及び参画の機会の拡充
に努めるとともに、引き続き旧町ごと（５地区）に、学校
支援ボランティアコーディネーターを配置し、学校支
援ボランティアの活動支援や調整に取り組みます。
また、地域住民も参画しながら学校教育を支援する
仕組みとして、３つの中学校区にそれぞれ設置してい
る「学校支援地域教育協議会」において、学校支援
ボ
ランティア活動の企画や広報活動等を継続して行い
ます。

生涯学習課 sa 739人 ⇒ 829人 ⇒ 786人 ⇒ 791人 ⇒ 732人 ⇒ 732人 800人 Ｂ
１．今後も継
続実施

登下校見守りや授業補助など、毎年７００～８００
人のボランティアが活動に参加している。各地区ご
とにコーディネーターを配置し、活動支援や調整を
しているが、依頼内容によっては地区を超えてボラ
ンティアに協力をお願いしている。
新型コロナウイルス感染症の影響により、依頼の減
少や活動内容を縮小されることが多かったが、同
感染症が５類になって以降、依頼が再開されたり
児童とボランティアの交流ができるようになったり
と、徐々に元の活動に戻ってきている。

引き続き、５地区にコーディネーターを配置し、ボラ
ンティア活動の支援を実施する。
また、ボランティアの高齢化が進んでいるため、ボ
ランティアの募集チラシの配布などの広報活動や
養成講座を開催する。

第2期
６５・６６ｐ

第3期
6９・７０ｐ

第2期
59・60ｐ

第3期
63・64ｐ

第2期
61・62ｐ

第3期
65・66ｐ

第2期
63・64ｐ

第3期
67・68ｐ

各学校が市内の文化財や施設、学校支援ボラン
ティア等を活用し工夫した取り組みを行ったことで、
ふるさとに対する愛着や誇りの心を育むことができ
た。また、研究指定校の発表により、ふるさとを教
材とした学習活動や地域人材を活用した教育活
動について、市内の小中学校で共有することがで
きた。

・小・中学校１ずつを研究指定校とし、さぬき市に
おけるふるさと教育の推進を図り、ふるさとに対する
愛着や誇りの心を育む。
・市内の文化財や景勝地等を活用した学習活動
を推進し、地域の人々と交流しながら身近なふるさ
との素晴らしさを体験し学ぶことができるようにす
る。

１．今後も継
続実施

3
国際社会を担う子どもた
ちの育成支援

中学校を拠点校に配置しているＡＬＴ（外国語指導助
手）を各保育所・幼稚園・こども園・小学校に派遣す
ることにより、国際理解教育を推進し、異文化に触れ
る機会の充実に努めます。

学校教育課

1 ふるさと教育の推進

ふるさとを教材とした学習活動の推進や地域人材を
活用した効果的な教育活動についての研究を進めま
す。また、市内の文化財や施設等を現地で学ぶ学習
活動を推進するとともに、学校支援ボランティア等を
活用し、地域の人々と共に身近なふるさとの素晴らし
さを体験できる学習活動を支援します。

学校教育課

2
ひとりひとりの頑張りを評
価する教育の推進

スクールソーシャルワーカーを小中学校に派遣するこ
とにより、専門性を生かして様々な課題を抱える子ど
もに対してきめ細かな対応を行います。
また、学校内におけるチーム体制づくりの構築、関係
機関等とのネットワークの構築、保護者や教職員等に
対する支援・相談活動などの充実を図ります。

学校教育課

Ａ

課題を抱える児童・生徒、不登校児童・生徒の数
が年々増加する中で、詳細な実態把握を行い一
人一人に応じた適切な対応を行うためには、ス
クールソーシャルワーカーの専門性を生かした対
応が不可欠である。

・面談等を通して児童生徒・保護者等が抱える問
題に対応するスクールソーシャルワーカー４名を、
市内小中学校１０校に配置する。
・問題の未然防止や早期対応に取り組むため、各
学校において、グループワークやソーシャルスキル
トレーニングを実施する。

・コロナウイルス感染症の影響により新規ALTが日
本へ入国できない等のトラブルはあったが、終息後
においては概ね計画通り受入れ、派遣することが
できた。
・外国語や文化に興味を持ってもらうためには、引
き続き英語に接する機会の提供が必要である。

１．今後も継
続実施

１．今後も継
続実施

児童生徒がＡＬＴや外国語支援員と英語を聞く・話
すといった基礎的なコミュニケーションを楽しめるよ
う引き続き適正な配置を行う。
学校内外において外国語や外国の文化を体験で
きるイベントを開催し、国際理解教育の推進を図
る。

Ａ

Ａ
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第２期さぬき市まち・ひと・しごと創生総合戦略最終評価・検証調書 ↓（実施区分）１．今後も継続実施　２．廃止　３．他事業に変更・統合　４．新規事業　５．その他

基本
目標

基本
施策

No. KPI
平成30
年度

現状値

R２年度
実績値

R３年度
実績値

R４年度
実績値

R５年度
実績値

Ｒ６年度
実績値

Ｒ６年度
目標値

達
成
分
類

実施
区分

（プルダウン
から選ぶ）

選択理由（令和２年度～６年度を通しての
施策の最終評価）

今後の実施内容

４　生きがいをもって、安心して住み続けられる地域社会をつくる

（１）　さぬき市民病院による、健康に暮らし続けるためのサポート

1 周産期医療の充実

大川地区唯一の分べん取扱機関として、香川大学
医学部附属病院と緊密に連携しながら、院内助産や
セミ・オープンシステム制度の運用によって産科と小
児科双方からの総合的な医療支援を行います。

市民病院
分べん件数・紹介
件数

226人 ⇒ 121人 ⇒ 106人 ⇒ 122人 ⇒ 84人 ⇒ 75人 92人 Ｂ
１．今後も継
続実施

東讃地域唯一の周産期医療提供機関として継続
が必要である。

院内助産及びセミオープンシステム制度を活用
し、産前、産後の総合的な医療支援を行うもので
ある。

第2期
６７・６８ｐ

第3期
７１・７２ｐ

2
大川地区小児夜間急病
診察室の継続

大川地区医師会等との協力の下、病院内に「大川地
区小児夜間急病診察室」を設置し、０歳～15 歳まで
の患者に対して、19 時 30 分～22 時まで、年中無
休の内科的な診療を継続して行います。

市民病院
利用者数
※大川地区小児
夜間急病診療室

1,958人 ⇒ 612人 ⇒ 845人 ⇒ 850人 ⇒ 1,032人 ⇒ 857人 2,000人 Ｃ
１．今後も継
続実施

小児医療は政策医療であり、地域住民のため必要
不可欠である。

「大川地区小児夜間急病診察室」を継続し、小児
への対応をしていくものである。

第2期
６９・７０ｐ

第3期
７３・７４ｐ

3
救急医療における提供
体制の維持

救急医療における提供体制の維持は、地域医療の
充実の観点では最も重要な施策のひとつであり、市
民病院の使命でもあります。今後、高齢化がますます
進展
する中で、自宅において安心で安全な毎日をお過ご
しいただくためには、常に、適切な医療が受けられる
環境づくりは不可欠であります。引き続き、近隣の医
療
機関等と協力し、切れ目のない救急医療の提供に努
めます。

市民病院

救急患者受入人
数（小児夜間急病
診察室患者を除
く）

1,738人 ⇒ 1,902人 ⇒ 2,112人 ⇒ 2,087人 ⇒ 1,851人 ⇒ 2,213人 1,800人 Ｃ
１．今後も継
続実施

救急医療は政策医療であり、2次救急を担う当院
では、地域住民のため必要不可欠である。

切れ目のない救急医療の提供を継続し、そのうえ
で救急の応需率を改善していくものである。

第2期
７１・７２ｐ

第3期
７５・７６ｐ

4
地域包括ケア病棟の運
営

在宅療養を推進する地域において、
① 自院又は他院において急性期治療を終えた方
② 退院後在宅療養に向けて準備が必要な方
③ 在宅療養中に急変する等治療が必要となった方
を受け入れるための地域包括ケア病棟の運営は、今
後ますます重要となってきます。現有の急性期病棟
を活かしながら、適切な医療を提供し、地域完結型
の医療提供体制を推進します。

市民病院
病床利用率
※地域包括ケア
病棟

91% ⇒ 81% ⇒ 85% ⇒ 87% ⇒ 84% ⇒ 87% 90% Ｂ
１．今後も継
続実施

高齢化が進み、老年人口比率は増加の一途をた
どる予測のため、今後も必要である。

これまで同様の体制を維持する。

第2期
７３・７４ｐ

第3期
７７・７８ｐ

5 認知症専門外来の継続

高齢者の４人に１人が認知症又は予備軍とされるわ
が国の状況から、本市においても認知症対策は急務
です。認知症になっても、できる限り住み慣れた地域
で
自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症専門
外来を実施し、医療提供とともに保健、福祉との連携
を強化します。

市民病院
認知症専門外来
利用者実人数

712人 ⇒ 712人 ⇒ 755人 ⇒ 639人 ⇒ 706人 ⇒ 619人 730人 Ｂ
１．今後も継
続実施

高齢化が進み、老年人口比率は増加の一途をた
どる予測のため、今後も必要である。

これまで同様の体制を維持する。

第2期
７５・７６ｐ

第3期
７９・８０ｐ

6 在宅療養支援の推進
総合支援室に医療ソーシャルワーカー、薬剤師及び
看護師を配置し、在宅療養中の患者、家族の相談に
きめ細かく対応します。

市民病院

相談利用者数
※地域医療部へ
の退院支援や在
宅療養に関する相
談

637人 ⇒ 577人 ⇒ 608人 ⇒ 558人 ⇒ 1,097人 ⇒ 1,053人 650人 Ａ
１．今後も継
続実施

高齢化が進み、老年人口比率は増加の一途をた
どる予測のため、今後も必要である。

これまで同様の体制を維持する。

第2期
７７・７８ｐ

第3期
８１・８２ｐ

現行戦略（R2～R6年度）における取組内容（記載内容）

担当課
（R６年度現在）

今後の方向性・実施予定
（次期戦略期間は、R7～R11年度です。）

具体的な施策

KPI
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（２）　高齢になっても安心して暮らせる地域づくり

1 小さな交流拠点づくり

高齢になっても安心して暮らすことができる地域づくり
には、地域内での住民間交流や交流の場となる居場
所づくりが重要であるため、地域における交流づくりの
拠点となる居場所づくりを支援するとともに、地域内に
おける交流の取組を継続して支援します。

生活環境課
ふれあいサロン開
催団体数

171団体 ⇒ 145団体 ⇒ 133団体 ⇒ 132団体 ⇒ 131団体 ⇒ 133団体 195団体 Ｃ ５．その他

小さな拠点づくり事業は、地域の課題解決のため
の活動・交流拠点の強化等を事業目的としてい
る。こうした中で、「小さな拠点づくり委託事業」は、
社会福祉協議会が実施するふれあいサロンの活
動に対する事業であり、高齢者の集いの場づくりと
して定着しているが、他の同様の事業との整理を
図る必要があること、また、「小さな拠点づくり補助
金交付事業」は事業開始以後、利用団体が1団体
に留まっていることから、事業の見直しを含めた検
討が必要である。

事業の見直しを含め、検討中である。

第2期
７９・８０ｐ

第3期
８３・８４ｐ

2 高齢者の元気づくり支援

高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けるこ
とができるためには、介護が必要にならないための介
護予防が重要であるため、介護予防を推進するため
の
サービスを提供するとともに、サービス確保のための
人材育成に取り組みます。
また、認知症高齢者に優しい地域づくりの推進が重要
であるため、認知症の理解を深めるための普及・啓
発、認知症の人の介護者の負担軽減に取り組みま
す。

長寿介護課（地域
包括支援セン
ター）

認知症サポーター
養成数

2,443人 ⇒ 3,560人 ⇒ 3,874人 ⇒ 4,291人 ⇒ 4,576人 ⇒ 5,011人 4,950人 Ａ
１．今後も継
続実施

認知症の理解を深めるための普及・啓発について
は、認知症サポーター養成数が目標値以上となり
一応評価できる。高齢者が住みなれた地域で安
心して暮らし続けることができるよう、認知症施策の
継続とともに、介護予防の推進が重要である。

介護予防についての知識の普及啓発の機会を確
保し、主体的に取り組むための事業を実施する。

第2期
８１・８２ｐ

第3期
８５・８６ｐ

3
目的に応じて選択できる
公共交通の推進

自動車の運転をしない高齢者の日常生活に役立つ
よう、目的や体調に応じて選択利用ができる公共交
通を目指し、コミュニティバスの再編等に取り組みま
す。

都市整備課

公共交通網の充
実に対する市民満
足度
※さぬき市総合計
画のためのアン
ケート調査結果

-1.5 ⇒ ー ⇒ -1.1 ⇒ ー ⇒ ー ⇒ ー 0 Ｃ
１．今後も継
続実施

令和３年４月１日から新路線・ダイヤで運行を開
始。年々利用者は増えているものの、通院・買物
等に係る自家用車以外の移動手段が、より安く、よ
り便利に提供されることを期待する高齢者からの要
望が無くならない。

令和７年４月１日からのコミュニティバス実証運行
を検証し、必要に応じてルートやダイヤの見直しを
行いながら本格運行に移行する。また、定時定路
線型以外の移動モードについても必要に応じて実
験運行を行い、市内の公共交通網を維持する。

第2期
８３・８４ｐ

第3期
８９・９０ｐ

（３）　災害に強いまちづくり

1
自主防災組織の訓練支
援

大規模災害等の発生に備えるため、連合自治会支
会等広域化した自主防災組織を単位とした防災訓
練や防災研修の実施を支援します。

危機管理課

広域化自主防災
組織訓練等実施
回数
※年間の訓練等
実施回数

10回 ⇒ 6回 ⇒ 4回 ⇒ 8回 ⇒ 8回 ⇒ 8回 12回 Ｃ
１．今後も継
続実施

市民の防災力の向上を目的として有効であるた
め、今後も継続的に実施する必要がある。

引き続き地域の防災訓練に対する補助金の交
付、指導、支援を実施する。

第2期
８５・８６ｐ

第3期
９１・９２ｐ

2
地域防災、減災体制の
強化と向上

自主防災組織等、地域防災のリーダーとなる防災士
を育成することにより、地域が連携した防災体制づくり
と防災意識の向上に取り組みます。

危機管理課

防災士資格取得
者数
※防災士資格取
得者数の累計

75人 ⇒ 87人 ⇒ 93人 ⇒ 139人 ⇒ 147人 ⇒ 154人 100人 Ａ
１．今後も継
続実施

地域防災のリーダーとなる防災士を育成することに
より地域の防災訓練を活性化、継続的に実施でき
ると考えており今後も継続的に実施する必要があ
る。

引き続き地域防災のリーダーとなる防災士養成に
必要な補助金の交付、市独自の防災士養成講座
を実施する。

第2期
８７・８８ｐ

第3期
９３・９４ｐ
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